
令和 3 年 1 月 14 日  

保護者  様  

大口町教育委員会  

 

新型コロナウイルス感染症対策における「緊急事態宣言」  

の発令に伴う今後の教育活動について  

 

日頃より、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応にご理解ご協

力を賜り誠にありがとうございます。  

 昨日（１月１３日）、首都圏に発令されていた緊急事態宣言の対象区

域が変更され、愛知県もその対象となったため、本町教育活動につきま

しては今後、下記のとおり対応することとしました。なお、国及び県の

動向等により、さらに対応変更する場合があり、その折には各学校から

緊急メール等でお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。  

記  

 

１．学校運営の基本方針  

先週、首都圏に緊急事態宣言が発令された折、文部科学省からは、次

のとおり通知が出されています。  

 

 

 

 

昨年６月以降、各学校においては、感染症防止対策を徹底しながら

学校運営を継続してきており、全国的にも、小中学校における感染拡

大は確認されていません。  

また現在、教職員を中心に、日常的に取り組んでいる対策は、感染者

が確認された場合において緊急的に実施する内容を含んでいます。  

従って、町内において重大な感染拡大が確認されない間は、児童生

徒の学びを保障するため、従来の対策等を徹底継続した上で、学校運

営を継続いたします。  

 

２．学校における感染症予防策等の徹底について  

(1)登校時に、児童生徒の体調（自宅での検温結果等）を確認します。 

(2)こまめな手洗いやマスク着用、咳エチケット等について指導します。 

(3)座席の間隔を取り、長時間の対面を極力避ける工夫や換気を行う等、

校内環境の整備を徹底します。なお、換気による室内温度の低下が

考えられます。各自の状況に合わせ防寒対策をお願いいたします。 

(4)授業においては、感染リスクの高い活動を停止します。  

・各教科等に共通する活動として「近距離で対面形式となるグルー

プワーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」  

・理科→長時間、近距離で活動する実験や観察  

・音楽→室内における近距離での合唱、リコーダー等の管楽器演奏  

 

地域の感染状況を踏まえ、学習活動を工夫しながら可能な

限り、学校行事や部活動等も含めた学校教育活動を継続し、

子供の健やかな学びを保障していくことが必要である。  



・図工や技術家庭→近距離で実施する共同制作や鑑賞、実習  

・体育→密集する運動、近距離で組み合ったり接触したりする運動  

※可能な限り屋外で実施する  

(5)登校後に発熱や体調不良を確認した場合、原則として保護者の方に

迎えに来ていただきますので、ご理解ご協力をお願いいたします。 

(6)中学校では、非常事態宣言中、ソーシャルディスタンスの確保と体

調管理を鑑み、徒歩通学区域内の生徒にあっても、希望者は、自転

車通学を許可します。  

 

３．家庭における感染症予防策の励行について  

(1)毎朝の検温、健康観察をお願いいたします。発熱や体調不良等、不

安な点があれば、早めに学校へご相談ください。なお、ご家族の方

に、同様の症状が見られる場合についても、登校等についてご相談

くださるようお願いいたします。  

(2)３密の回避、正しい手洗い、咳エチケットの励行をお願いします。 

(3)十分な換気や手が触れる場所などの消毒を行い、可能な限り食事の

取り分けやタオルの共用等を避けてください。  

(4)当面の間、不要不急の外出や密の状態を避け、買い物などで外出す

る場合でも、人数や時間は最小限にとどめてください。  

(5)同居している家族の方につきましても、家族以外の多数の方との会

食などへの参加を控えて頂き、外出先からの帰宅時には、手洗いや

うがい、消毒などを徹底してください。  

 

４．留意事項  

(1)「児童生徒や同居家族等の感染が判明した場合やＰＣＲ検査を受け

た場合」だけではなく、「本人又は同居家族等に発熱等の風邪症状が

みられる場合」も登校を控え、自宅での静養をお願いします。  

(2)お子様が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や、その疑い  

があり検査を受ける場合は、速やかに学校へご連絡ください。  

(3)感染者、濃厚接触者とその家族、この感染症の対策や治療にあたる

医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見

や差別につながるような行為は、断じて許されません。  

学校においてそういった指導をしているところではありますが、

ご家庭でもご理解いただき、感染者等を詮索することなくむしろ労

われる「人権感覚」を養うよう、引き続きご協力をお願いします。  

 

■連絡先■  

南小学校 (95-3216)北小学校 (95-2034 西小学校 (95-5066) 

大口中学校 (95-3242) 

 

●学校が留守番電話（休日や夜間等）の場合  

大口町学校教育課  95-4000 

※転送となりますので、折り返しの連絡をお待ちください。  


